
学術的・社会的影響度
行為の悪質度

制限期間

１０年

当該分野の学術の進展への影
響や社会的影響が大きい、若
しくは行為の悪質度が高いと
判断されるもの

５～７年

当該分野の学術の進展への影
響や社会的影響、若しくは行為
の悪質度が小さいと判断され
るもの

３～５年

当該論文等の責任著
者以外の者

２～３年

２～３年

当該分野の学術の進展への影
響や社会的影響が大きい、若
しくは行為の悪質度が高いと
判断されるもの

２～３年

当該分野の学術の進展への影
響や社会的影響、若しくは行為
の悪質度が小さいと判断され
るもの

１～２年

※論文の取り下げがあった場合など、個別に考慮すべき事情がある場合には、事情に応じて適宜期間を
　 軽減することができるものとする。

不正行為に
関与した者

ア）　研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪
質な者

イ）　不正行為が
あった研究に係る論
文等の著者
（上記「ア）」を除く）

一部改正　平成25年 3月13日

当該論文等の責任著
者（監修責任者、代表
執筆者またはこれらの
者と同等の責任を負う
と認定された者）

ウ）　不正行為があった研究に係る論文等
の著者ではない者
（上記「ア）」を除く）

不正行為に関与していないものの、不正行為があった研
究に係る論文等の責任著者（監修責任者、代表執筆者ま
たはこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）

独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第５条第
１項第５号及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成
金）取扱要領第５条第１項第５号に定める期間の扱いについて

平成24年4 月27 日
理　事　長　裁　定

独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第５条第
１項第５号及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成
金）取扱要領第５条第１項第５号に定める補助金及び助成金を交付しない期間については、原
則として下表のとおり取り扱うものとする。

不正行為への関与に係る分類


